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《論説》

習時代の国有企業改革の制度デザイン
コーポレートガバナンスはどう変わるのか

徐 涛

は じ め に

習近平時代の国有企業改革は，どのように
進められるのか。
2015 年⚙月 13 日，中国共産党中央・国務
院が⽛国有企業改革の深化に関する指導意
見⽜（原文⽛関于深化国有企業改革的指導意
見⽜，以下⽛指導意見⽜）を公布した。⽛指導
意見⽜は，⽛分類して国有企業改革を推進す
る⽜，⽛近代的企業制度の改善⽜，⽛国有資産管
理制度の改善⽜，⽛混合所有制改革の推進⽜，
⽛監督の強化と国有資産流失の防止⽜，⽛国有
企業に対する党のリーダーシップの強化と改
善⽜と⽛国有企業のための良好な環境の創
出⽜の⚗つの部に分けて政策を示した。
徐（2016）はすでにこの⽛指導意見⽜につ
いて検討した。徐（2018）は，さらに習時代
の国家資本の分野別投資政策を分析した。徐
（2019）は，習時代において，国家資本がど
う運営されるのかについても，分析した。
本稿は，習時代の国有企業改革のもう⚑つ
具体的な政策，⽛近代的企業制度の改善⽜に
ついての制度デザインを分析する。中国政
府・共産党の文書をもちいて考察を進めるが，
徐（2018）と徐（2019）同様，法律，その他
法令，通達，ガイドライン，要綱などの政
府・党文書を含めて，法規定とする。
第⚑節では，国有企業改革の重要な側面，
近代的企業制度の導入を概観する。第⚒節で
は，⽛指導意見⽜をもちいて，習時代の国有

企業のコーポレートガバナンスの制度デザイ
ンを分析する。第⚓節では，⽛指導意見⽜実
施のために，のちに発表された関連細則を分
析し，習時代の国有企業のコーポレートガバ
ナンスの特徴をより具体的に調べ，⽛指導意
見⽜発布後にどのような変化が起きたかも考
察する。最後に本稿をまとめる。

第⚑節 近代的企業制度の導入

1993 年，社会主義市場経済の⚙つの目標
を示した共産党第 14 期⚓中全会決議のなか
に，⽛近代的企業制度⽜の構築は，筆頭の目
標として，正式に提起された。実際に国有企
業における⽛近代的企業制度構築の有益な模
索⽜として，提案されたのは会社制度（原文
⽛公司制⽜）の実施である。
ちなみに，⽛株式制⽜（原文⽛股份制⽜）の
名のもとで，すでに 1986 年に会社制度の試
行が始まった。その後，1987 年の第 13 回党
大会趙紫陽総書記政治報告，1992 年の第 14
回党大会江沢民総書記政治報告においても，
会社制度の試行が勧められた経緯があった1。
1993 年の共産党第 14 期⚓中全会決議では，

⽛会社制度の実施は経営メカニズムの転換に
重点を置く。試行を通じて，漸次に推進す
る⽜と，まだ慎重さを隠さないが，1997 年
第 15 回党大会の江沢民総書記政治報告では，
⽛本世紀末までに，大多数の大中型中核国有
企業における近代的企業制度の初歩的構築に
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全力で取り組む⽜と実現目標を約束し，さら
に，1999 年の共産党第 15 期⚔中全会決議で
は，国有企業において⽛2010 年までに比較
的完全な近代的企業制度を構築する⽜と次の
国有企業会社化のステップを示した。
会社制度の導入にともなって，私的資本が
国有企業に資本参加するならば，中国の社会
主義経済制度の根幹をなす⽛公有制主導⽜に
抵触するかもしれない。このことが危惧され
ていたが，上記の 1997 年第 15 回党大会政治
報告では，江沢民総書記が⽛公有制主導⽜に
ついても次のように論じた。

⽛会社制度は公的所有か私的所有かは，一概に
は言えない。重要なのは，資本支配権がどちらの
手中にあるかである。会社制度は，公的資本支配
（国有支配と集団所有支配）であれば，公的所有
が明確であり，これは公的資本の支配範囲の拡大，
公有制経済の主導的地位の強化にとって有利であ
る⽜。

つまり，公的資本支配さえ維持できれば，
会社制度の導入はかえって⽛公有制主導⽜を
強化する，と主張されたのである。
国有企業の会社化は，2002 年第 16 回党大
会の江沢民総書記政治報告では，⽛国家単独
出資経営を必要とするごく少数の企業を除い
て，積極的に株式制を推進し，混合所有制経
済を発展する。……大中型国有企業は規準に
合った会社制度改革を継続する⽜，2007 年第
17 回党大会の胡錦濤総書記政治報告では，
⽛国有企業の株式制会社制度改革を深化し，
近代的企業制度を健全化する⽜，2013 年の共
産党第 18 期⚓中全会決議では，⽛国有企業の
近代的企業制度改善を推進する⽜と述べたよ
うに，段々と会社制度の導入よりも，会社制
度の改善に力点が移った。
1999 年の共産党第 15 期⚔中全会決議は，
会社制度導入におけるコーポレートガバナン
スの重要性について初めて指示した。2002
年第 16 回党大会の江沢民総書記政治報告，

2003 年の共産党第 16 期⚓中全会決議，2013
年の共産党第 18 期⚓中全会決議においても，
コーポレートガバナンスの改善が求められた。
すべての国有鉱工業企業について集計した
結果，1998 年末に比べて，2006 年末，すで
に従来の国有企業（非会社制の純国有企業）
は国有企業全体の約⚘割から約⚖割に低下し，
資本シェアは約⚗割から約⚔割へ，売上高
シェアは約⚗割から約⚓割へ大幅に縮小し，
とりわけ，国有大企業では会社化は進んでい
る（徐 2014）。会社制度の導入が進んだ結果，
2018 年の政府活動報告のなかで，李克強総
理は国有企業の⽛会社制度改革は基本的に完
了した⽜と宣言した。
会社化はほぼ終了したが，重要なのは会社
制度を導入した国有企業におけるコーポレー
トガバナンスの改善である。中国の会社の
コーポレートガバナンスは，米国，ドイツ，
日本の経験を借りながら，独自の制度をもっ
ている（川井 2003，劉・今井 2005）。我々は，
ここで社外取締役（原文⽛独立董事⽜），外部
派遣の監査役会（原文⽛外派監事会⽜），従業
員監査役・従業員取締役，企業内党組織など
の国有企業の統治に関わる重要な会社機関，
ならびに専門経営者制度（原文⽛職業経理人
制度⽜）について，具体的にみよう。

⑴ 社外取締役
上場企業では，社外取締役の設置が⽛会社
法⽜によって義務付けられている。もちろん
上場国有企業にもその規定が適用される。
しかし，非上場の国有企業について，今ま
で社外取締役の設置を求める規定はほとんど
なかった。そのなかで，国家経済貿易委員会
が 2000 年⚙月に発布した⽛国有大中型企業
の近代的企業制度の構築と管理強化の基本規
則（試行）⽜（原文⽛国有大中型企業建立現代
企業制度和加強管理的基本規範（試行）⽜）が
例外であった。大中型国有企業，とりわけ鉱
工業企業に対して，⽛取締役会は，会社の株
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主から独立し，かつ会社内部に職務を担当し
ない社外取締役を設置できる⽜とした。とは
いえ，非上場の国有企業であれば，社外取締
役の設置は義務化されていない。

⑵ 外部派遣監査役会
1993 年の共産党第 14 期⚓中全会決議では，
国有企業に対して⽛必要に応じて監査役会を
派遣できる⽜と，国有資産流失への対策を示
した。1994 年発布の⽛国有企業財産監督管
理条例⽜は，国有企業，企業集団，業種総公
司に対して，監督機構派遣の監査役会制度を
設けたが，実際にはほとんど実施されなかっ
た。1998 年より，国有重点大型企業に対し
て，国務院は監査特派員を派遣して国有企業
の監査を強化した。2000 年に⽛国有企業監
査役会暫定条例⽜（原文⽛国有企業監事会暫
行条例⽜）が施行され，同時に 1994 年の条例
が廃止された。この条例は⽛国有重点大型企
業の監査役会は国務院によって派遣される⽜
（第⚒条）と定めて，外部監査役会制度を復
活させた。国務院が監査役会を派遣しない国
有企業においては，各省レベル政府が監査役
会の設置を同様に決める，とも定めた。2001
年末で 174 の中央レベルの国有企業に外部派
遣監査役会が設置された（鄔・翟 2002）。
2003 年⚕月 27 日，国務院が発布した⽛企
業国有資産監督管理暫定条例⽜（原文⽛企業
国有資産監督管理暫行条例⽜）も，国有資産
監督管理制度の一環として，国有単独出資企
業（会社も含む）に対する国務院ないし地方
政府の国有資産監督管理機構からの監査役会
の派遣を定めた。
しかし，事後的な財務監査を主とする外部
派遣監査役会が，実際にどの程度経営者を監
督できるのかについては，大きな疑問が残る。
例えば，2004 年に国有資産監督管理委員会
が，181 社の中央所轄企業に対して，⽛突撃
調査⽜を実施した。その結果，176 社の会計
監査報告書が会計監査の法規定に違反してい

ることが分かった（付 2005）。近年の国有企
業における腐敗の蔓延も，外部派遣監査役会
が十分に機能していないことの表れである。

⑶ 従業員監査役・従業員取締役
1988 年⚖月に発布された⽛上海市会社制
企業暫定弁法⽜（原文⽛上海市股份制企業暫
行弁法⽜）をみると，⽛従業員代表大会の職責
は，社長と相談して労働保護，福祉などの事
項を決定し，従業員取締役を推薦し，社長が
提示する利潤分配方案を審査することであ
る⽜（第 23 条）と記して，従業員代表大会に
従業員の福祉厚生に関する権限を大きく委譲
した。そして，⽛取締役会は株主総会と従業
員代表大会が推薦する取締役によって構成さ
れる⽜（第 20 条）として，従業員の経営参加
を株式会社機関のなかに組み込んだ。
1992 年⚕月，国家経済体制改革委員会が

⽛株式会社規範意見⽜（原文⽛股份有限公司規
範意見⽜）と⽛有限会社規範意見⽜（⽛有限責
任公司規範意見⽜）を発布した。株式会社の
場合，監査役会に占める従業員代表の比率は
⚓分の⚑以上かつ⚒分の⚑以下（第 64 条），
有限会社の場合，その比率は⚒分の⚑とそれ
ぞれ定められた（第 39 条）。しかも監査役会
の決議は⚓分の⚒以上の監査役の賛成が必要
（第 66 条，第 42 条）と規定された。このよ
うに，監査役会を通じて，企業経営に対する
ある程度の監査権限を従業員に与えた。明ら
かに従業員の経営参加を会社機関のなかに取
り込む狙いがあった。
1993 年 12 月に成立した⽛会社法⽜（原文

⽛公司法⽜）では，生産と経営の重大問題につ
いて労働組合と従業員に意見と提案を求める
べきであり（第 56 条，第 122 条），従業員の
利益に関わる問題について労働組合と従業員
に意見と提案を事前に求めるべきだ（第 55
条，第 121 条）と規定したが，監査役会への
従業員参加の比率が会社定款の規定に委ねた
（第 52 条，第 124 条）。2005 年，⽛会社法⽜
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が大幅に改正された。従業員の利益に関わる
問題の，労働組合と従業員に対する事前意見
聴取の規定が削除されたが，従業員監査役が
監査役会のなかに⚓分の⚑以上占めるとの規
定が改めて盛り込まれた。従来従業員に付与
した労働保護と福祉など従業員の利益に関す
る重大事項の審議・決定権が撤廃されたが，
従業員の経営に対する監督権限はある程度保
障した。
従業員監査役の設置と比べて，従業員取締
役設置についての法規定は，かなり消極的で
ある。⽛会社法⽜では，⚒つ以上の国有企業
ないしその他国有投資主体によって設立され
た有限会社，ならびに国有単独出資会社の場
合，従業員取締役の設置を義務付けている。
しかし，取締役会に占める人数と比率につい
ての規定はない。2008 年，⽛企業国有資産
法⽜が成立し，翌年⚕月から施行された。こ
の法も従業員取締役の人数についての規定は
なかった。現に従業員の経営への直接参加は，
重要視されていないし，従業員取締役制度は，
ほとんど機能していない。

⑷ 党組織
1993 年の共産党第 14 期第⚓次中央全体会
議の決議が示した⽛社会主義市場経済⽜の⚙
つの目標を締め括ったのは，⽛党のリーダー
シップの強化⽜である。党組織は，中国国有
企業の⚑つ特殊な機関と言える。
株式会社制度導入の試行が始まった 1986
年，国有企業の経営管理体制が，従来の⽛党
委員会指導下の工場長責任制⽜から工場長責
任制へ転換し始めた2。1988 年⚔月成立の
⽛全人民所有制鉱工業企業法⽜（原文⽛全民所
有制工業企業法⽜，1988 年⚘月⚑日発効，以
下⽛企業法⽜）は，⽛工場長が企業の法定代表
人である。工場長は，企業のなかで中心的地
位を占め，企業の物的文明と精神的文明の建
設に対して，全面的に責任を負う⽜（第 45
条）などと規定して，党組織の役割を大きく

縮小した。
さらに，1986 年⚙月に公布された⽛中国
共産党全人民所有制鉱工業企業末端組織活動
条例⽜は，⽛企業の党委員会書記は一般とし
て工場長を勤めない⽜（第⚗条）として，党
組織と企業経営陣の分離を図った。
株式会社制度の試行企業にも⽛企業法⽜が
援用されたと思われる。当時，全国統一的な
株式会社法はまだ成立しなかったが，⽛企業
法⽜公布直後の 1988 年⚖月，すでに会社制
度試行のため，⽛上海市会社制企業暫定弁法⽜
が発布された（蒋・陸 1988）3。
同⽛弁法⽜は，⽛会社制企業は，一般とし
て属地管理の原則にしたがって漸次に企業内
党組織を整理する。所属する企業を指導する
党組織系統は，原則として今後設立しない。
会社は本部党員を管理する組織機構しか設立
しない⽜（第 22 条）と定めており，企業内党
組織の活動を具体的に抑制した。これにより，
党組織の活動が企業内で大きな制約を受ける
こととなった。
しかし，1989 年の天安門事件後，状況は
一変した。1989 年⚘月に共産党中央が⽛党
の建設の強化に関する通知⽜（原文⽛関于加
強党的建設的通知⽜）を通達して，企業にお
ける党の⽛政治的中核的地位⽜を明確にし
た4。通達のなかで，⽛企業党委員会は企業の
重大問題についての討論に参加し，意見と提
案を提出しなければならない。……党員身分
の工場長が党委員会委員の条件に合致すれば，
党内の選挙を通じて党委員会に参加すべきで
ある。……企業事業単位の党組織属地管理の
試行は，今のところ拡大しない⽜，と指示し
た。
会社制国有企業に対して，1994 年⚔月 23
日，共産党中央組織部が⽛会社制企業の党活
動強化に関するいくつかの意見⽜（原文⽛関
于加強股份制企業中党的工作的幾点意見⽜）
を通達した。⽛党委員会は企業の生産経営，
技術開発，事務管理，人事管理などの分野の
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重大問題について意見および提案を提出し，
企業の重大問題の決定に参加する。……党組
織の責任者は取締役，監査役，または社長，
副社長を適宜に兼任することができる。条件
が整えば，党委員会書記は取締役会長または
社長を兼任することができる…⽜などと指示
して，企業の党委員会の経営参加と役員兼任
を明確に規定した。
さらに，1997 年⚑月，党中央は⽛国有企
業の党の建設活動のさらなる強化と改善に関
する通知⽜（原文⽛関于進一歩加強和改進国
有企業党的建設工作的通知⽜）を通達し，工
場長・取締役会が重大問題を決定する前に党
委員会の意見を聴取して尊重し，その実施状
況についても報告しなければならないこと，
ならびに党組織責任者と企業責任者の兼任方
法を規定した。⽛会社制企業は党委員会書記
と取締役会長が⚑人で担任することができる。
党委員会書記と取締役会長が分離した場合，
党員の取締役会長は党委員会副書記を兼任し，
党委員会書記は取締役会副会長を兼任するこ
とができる。党委員会メンバーは法に基づい
てそれぞれ取締役会，監査役会と経営陣に入
り，取締役会，監査役会と経営陣のなかの党
員は，条件が整えば，関連規定に基づいて党
委員会に入ることもできる⽜。この通達には，
会社制企業の場合，⽛重大問題⽜とは⽛一般
に株主総会ないし取締役会の審議・決定に付
する問題を指す⽜と記されており5，党委員
会に企業の最も重要な経営決定権が与えられ
ている。
1999 年の共産党第 15 期⚔中全会決議では，
党組織責任者と取締役ならびに監査役の兼任，
党の規約・関連規定に基づく取締役，監査役，
経営陣，および労働組合のなかの党員責任者
の党委員会への加入，党委員会書記と取締役
会長の兼任を提案した。同時に⽛党のリー
ダーシップの堅持，国有企業における共産党
組織の⽛政治的中核的役割⽜の発揮が重大な
原則であり，いかなる時期においても動揺さ

せてはならない。……企業内党組織は企業の
重大問題の意思決定に参加すべきである⽜と
いうように，党組織の経営参加政策を再確認
した。同様のことが 2000 年⚙月に国家経済
貿易委員会が発した⽛大中型国有企業に対す
る近代的企業制度の導入と管理の強化につい
ての基本規範（試行）⽜（原文⽛国有大中型企
業建立現代企業制度和加強管理的基本規範
（試行）⽜）で再び強調されている。
その結果，中国企業家調査系統（2000）に
よれば，1999 年ではすでに 42.2％の株式会
社に企業内党組織責任者と役員の兼任があっ
た。また，2000 年の上海証券取引所の同取
引所上場企業の調査によれば，重役（董事，
監事，上級管理者）3,978 人の内，1,125 人
（28.3％）が共産党・青年団の責任者であり，
しかもその 68.7％が党書記である（王 2001）。
このように，党組織の経営参加は，習近平
政権以前から進んでいたのである。

⑸ 専門経営者制度
2013 年の共産党第 18 期⚓中全会決議は，

⽛専門経営者制度を構築する⽜と，短文では
あるが，専門経営者制度に触れた。
それより古い党・政府文書といえば，2002
年の国務院弁公庁が通達した⽛2002-2005 年
全国人材チーム建設の企画綱要⽜（⽛2002-
2005 年全国人才隊伍建設規劃綱要⽜），2003
年の共産党中央・国務院発布の⽛さらなる人
材活動強化に関する決定⽜（原文⽛関于進一
歩加強人才工作的決定⽜），2010 年の⽛国家
中長期人材発展規画綱要（2010-2020 年）⽜
（原文⽛国家中長期人才発展規劃綱要（2010-
2020 年）⽜）も専門経営者資質評価制度の構
築に触れた。
いずれも具体的な政策は示されなかったが，
専門経営者制度という言葉は，2004 年の
⽛国有企業財産権改革論争⽜のなかで一時期
脚光を浴びた。
論争は，もともと香港中文大学郎咸平教授
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が，国有企業改革において，国有企業の経営
者がMBOや上場企業買収などを通じて国有
資産を略奪したと断言したことから，経済学
者のみならず，法学者，政治学者，社会学者，
政府幹部，企業家などを巻き込んで，イン
ターネットを通じて起きた。
郎教授は，民営化に取って代わる国有企業
の改革手法も提案した。いわゆる専門経営者
制度である。郎教授によれば，専門経営者制
度では，⽛国有株を存続させながら，政府は
行政命令を廃止して，経営者市場から専門経
営者を選任する。取締役会が経営者の業績を
評価し，経営者の交代を決定する⽜。また，
郎教授は，⽛専門経営者は自社の株主になっ
てはならない⽜と主張したが，⽛ストック・
オプションを通じて株式市場から自社株を購
入できる⽜とも主張した［郎 2004a；2004b］。
彼の根拠は，香港上場の青島ビールと中旅
国際の業績好転である。
郎教授は，青島ビールと中旅国際では経営
者交替後，株価が回復し，利益率が上昇した
のは，両社において専門経営者制度が実施さ
れたためだ，と主張した。
両社の⽛専門経営者⽜の職歴を調べてみた。
2001 年⚘月 29 日の青島ビール取締役会決議
によると，赴任した金志国社長は，⽛45 歳，
1975 年に会社の前身企業青島ビール工場に
入社。1994 年からビール第一工場工場長助
理，1996 年から青島ビール西安有限責任公
司総経理，2000 年⚘月から本社総経理助理
をそれぞれ歴任⽜した。金社長は，歴然と青
島ビールのインサイダーであった。
香港中旅国際の 2000 年度証券報告書によ
ると，2000 年⚖月に赴任した車書剣取締役
会長は，⽛58 歳。1968-91 年，中国市政プロ
ジェクト東北設計院設計室主任，副院長，院
長を歴任。1991-98 年，国家建設部弁公庁主
任。1998-2000 年，国務院監査特派員。2000
年⚔月に香港中旅集団取締役会長に赴任し
た⽜，という。車会長は中旅集団の外部から

採用されたが，政府役人であり，経営者市場
を通じて採用されたとはとても言えない6。
つまり，この⚒社を選んで専門経営者制度
の有効性を立証するのは，的外れである7。
もっとも，中国では経営者市場が機能して
いるのかについても疑問が残る。張維迎教授
は，国有企業の民営化が経営者市場の形成の
前提条件であり，国有企業が多く存在する中
国では，経営者市場が存立しない，と郎教授
の主張を一蹴した［⽝経済観察報⽞⽝証券市場
週刊⽞記者 2004］。

第⚒節 習時代の国有企業のコーポ
レートガバナンス：
⽛指導意見⽜

上記のように，すでに 20 年前から国有企
業に会社制度が導入され，コーポレートガバ
ナンスの構築が図られてきた。それでは，習
時代の国有企業改革は，どのようなコーポ
レートガバナンスの在り方を目指しているの
か。第⚒節と第⚓節は，⽛指導意見⽜と国務
院弁公庁発布の⽛国有企業のコーポレートガ
バナンス構造のさらなる改善に関する指導意
見⽜（原文⽛関于進一歩完善国有企業法人治
理結構的指導意見⽜）をそれぞれ見ていこう。
なお，引用箇所において，⚒つの文書に同様
な内容があった記述は波線で示す。

⽛指導意見⽜の⽛全体要求⽜の部において，
2020 年までの⽛主要目標⽜として，会社制
度について次のように述べた。

国有企業の会社制改革は基本的に完成し，混合
所有制経済の発展は積極的な進展を獲得し，コー
ポレートガバナンス構造はさらに健全化する。優
勝劣敗で，経営が自主的で機敏で，内部管理職の
昇格も降格も，従業員の雇用も解雇も，報酬の増
額も減額も可能な，市場化したメカニズムがさら
に改善される。
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企業の党建設が全面的に強化され，腐敗反対廉
潔提唱の制度体系と活動体系がさらに改善し，国
有企業党組織のコーポレートガバナンスにおける
法定地位がさらに強固になり，政治的中核的役割
が十分に発揮できる。

⽛指導意見⽜はさらに⽛近代的企業制度の
改善⽜と⽛国有企業に対する党のリーダー
シップの強化と改善⽜の⚒つの部を取り上げ，
コーポレートガバナンスの健全化と企業内党
組織の位置づけを説明した。
まず，⽛近代的企業制度の改善⽜の部では
次のように述べた。

会社制・株式制改革を推進する。集団レベルの
会社制度改革を強化し，積極的に各種の投資家を
導入して株主の多様化を実現し，国有企業の制度
改革そして上場を強力に推進し，条件が整った集
団公司の全体上場を実現する8。定めた各国有企業
の機能に基づいて，国有株の比率を漸次に調整し
て，多様な株主構造，規準に合致した株主行動，
有効な内部コントロールと効率的機敏な運営を特
徴とする経営メカニズムを形成する。一部の国家
資本を優先株に転換し，少数の特殊の分野では国
家特殊管理株制度の確立を模索することを許可す
る。

コーポレートガバナンス構造を健全化する。そ
の重点は，取締役会建設を推進し，権限と責任が
対等で，運営が協調的で，チェックアンドバラン
スが有効な意思決定・執行・監督メカニズムを構
築・健全化し，取締役会長と社長の権力行使行為
を規制し，十分に取締役会の意思決定の役割，監
査役会の監督の役割，経営陣の経営管理の役割と
党組織の政治的中核的役割を発揮して，一部の企
業における取締役会の形骸化とワンマン経営の問
題を切実に解決し，規準に合致したコーポレート
ガバナンスを実現することである。取締役会が法
に基づいて重要な意思決定，選任，報酬分配など
の権利を切実に実行に移して保護し，経営陣の経
営自主権を保障する。法の授権がなければ，いか
なる政府部門と機構も干渉してはならない。取締
役会内部のチェックアンドバランスによる制限を
強化する。国有単独出資（原文⽛国有独資⽜）9と
国有完全出資会社（原文⽛国有全資⽜）の取締役
会と監査役会は，みんな従業員代表を有しなくて
はならないし，取締役会では社外取締役が過半数

を占めなければならない。一人一票の表決制度を
実行に移し，取締役が取締役会の決議に対して責
任を負う。取締役会と取締役の評価方法を改善し，
取締役に対する考査，評価と管理を強化し，重要
な意思決定の失敗に直接に責任を負う取締役はそ
の都度調整・解任し，さらに法にしたがって責任
を追及すべきである。社外取締役チームの建設を
さらに強化し，人材チャンネルを拡大する。

国有企業幹部の分類分層管理制度を構築する。
党が幹部を管理するといった原則と，法にした
がって取締役会を形成し，取締役会が法にした
がって経営管理者を選び，経営管理者が法にした
がって雇用権を行使することとお互いに結びつけ
ることを堅持し，不断に有効な実現方法を創出す
る。上級党組織と国有資産監督管理機構が管理権
限にしたがって国有企業幹部に対する管理を強化
し，推薦チャンネルを拡大し，規定にしたがって
候補者を考査し，選任手続を厳格に履行する。企
業の分類とレベル（原文⽛層級⽜）に基づいて，
選任制，委任制と招聘任用制などの異なる選任方
式を採用する。専門経営者制度を推進する。社内
養成と社外誘致の融合を実施し，現有の企業経営
管理者と専門経営者の身分転換チャネルを開通し，
取締役会が市場化方式にしたがって専門経営者を
選任・管理し，市場化選任の比率を合理的に高め，
退出メカニズムの構築を加速する。企業経営陣メ
ンバーの任期制と契約化管理を推進し，責任，権
利と義務を明確化し，任期管理と目標考査を厳格
化する。

社会主義市場経済に適応した企業報酬分配制度
を実施する。企業内部の報酬分配権は企業の法定
権利であり，企業が法規にしたがって自主的に決
定し，インセンティブと制約をあわせもち，効率
性と公平性をともに重視し，企業一般の法則と国
有企業の特徴にともに合致した分配メカニズムを
改善する。労働力市場に基本的に適応し，企業の
経済効率と労働生産性にリンクした賃金決定メカ
ニズムと正常な昇給メカニズムを構築・健全化す
る。全員業績考査を推進し，業績指向で様々の職
場の従業員の貢献をそれぞれ科学的に評価し，合
理的に収入分配の差を広げ，収入の増減と信賞必
罰を切実に実現し，広範な職工の積極性を十分に
引き出す。国有企業の幹部に対して，選任方式に
マッチングし，企業の機能と性質に適応し，経営
業績にリンクした差別化報酬分配方法を実施する。
党中央，国務院，地方党委員会，政府およびその
部門が任命した国有企業幹部に対して，基本年俸，
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業績年俸と任期インセンティブ収入を合理的に確
定する。市場化方法で選任した専門経営者に対し
て，市場化の報酬分配メカニズムを実施し，多種
の方式を採用して，中長期インセンティブメカニ
ズムの改善を模索し，改善することを許可する。
インセンティブメカニズムに対応した経済責任審
査，情報開示，延べ払い，遡及請求（原文⽛追索
扣回⽜）などの制約メカニズムを健全化する。在
職待遇と業務支出を厳格に規制し，公金の個人支
出への流用を厳禁する。

企業内部の任用制度改革を深化する。企業の各
種の管理職の公募，競争的な職場募集などの制度
を構築して健全化する。特殊な管理職については，
人材仲介機構への推薦委託などの方式による，選
任の視野とチャンネルの拡大を許可する。分級分
類の企業従業員の市場化公募制度を構築し，情報
公開，プロセス公開，結果公開を切実に実現する。
協調的な労働関係を構築し，法にしたがって企業
の各種の雇用管理を規制し，契約管理を中核に，
職場管理を基礎とした基礎的市場化雇用制度を構
築・健全化し，企業の各種管理職の昇格と降格，
従業員の雇用と解雇がともに可能な合理的流動メ
カニズムを真に形成する。

また，⽛国有企業に対する党のリーダー
シップの強化と改善⽜の部では，次のように
述べた。

国有企業党組織の政治的中核的役割を十分に発
揮する。党のリーダーシップの強化とコーポレー
トガバナンスの改善を統一し，党組織建設活動の
全体要求を国有企業の定款に盛り込んで，国有企
業党組織のコーポレートガバナンス構造における
法定地位を明確にし，国有企業党組織の政治的中
核的役割発揮の手段と方式を創出する。国有企業
改革のなかでは，党建設の同時計画，党組織およ
び活動機構の同時設置，党組織責任者及び党務職
員の同時配置，党の活動の同時展開を堅持し，党
組織活動機構の健全，党務職員チームの安定，お
よび党組織と党員の役割の有効な発揮を保証する。
双方向参加・交互兼任の幹部体制を堅持・改善す
る。条件が整った国有企業の党組織の指導部メン
バーが，法定の手続を通じて，取締役会，監査役
会と経営陣に入ることもできるし，取締役会，監
査役会と経営陣のメンバーのなかに，条件が整っ
た党員が，関連規定と手続に基づいて，党組織の

指導部に入ることもできる。経営陣メンバーは党
組織の指導部メンバーと適度に交互兼任する。取
締役会長と社長は原則として別々に設置する。党
組織書記と取締役会長は，一般に同じ人が担任す
る。

国有企業の党組織は，党を厳しく管理・統治す
る責任を切実に負担し，実行に移す。厳しく党を
統治し，思想をもって党を建設し，制度をもって
党を統治することを堅持し，党を管理・統治する
意識を強化し，党建設活動責任制を構築・健全化
し，党建設活動に一心不乱に取り組んで，その管
轄領域の守りに責任感をもち，責任を負い，責任
を尽くす。党組織書記は党建設活動の第一責任者
の職責を切実に履行し，党組織指導部のほかのメ
ンバーは⽛一崗（職場）双責（責任）⽜を切実に
履行して，業務の分業に合わせて党建設活動に取
り組むべきである。中央企業の党組織書記のなか，
同時に企業のその他の主要な幹部職務を担当して
いる企業は，⚑名の企業党建設活動を専門に取り
組む副書記を設置すべきである。国有企業の末端
党組織建設と党員チームの建設を強化し，国有企
業末端党建設活動の基礎の保障を強化し，末端党
組織の堡塁の役割と共産党員の先鋒模範の役割を
十分に発揮する。大衆工作に対する企業党組織の
指導を強化し，労働組合，共青団などの大衆社団
組織の役割を上手く発揮し，職工大衆に対する深
くて繊密な思想政治活動を上手く実施する。党組
織の設立，党活動の展開を国有企業の混合所有制
改革推進の必要前提条件とし，様々の類型の混合
所有制企業のそれぞれの特徴に基づいて，党組織
の設置方式，職責の位置付けと管理モデルを科学
的に確定する。

国有企業の指導部建設と人材チームの建設をさ
らに強化する。企業の改革と発展の需要に基づい
て，選任の基準と手続を明確化し，選任の方式を
創出する。企業幹部の選抜任用，育成教育と管理
監督における党組織の責任を強化し，法に基づい
た取締役会による経営管理者の選任と経営管理者
による雇用権の行使を支持し，選任における不正
の風潮を断固として防止・整正する。国有企業幹
部，とりわけ主要幹部に対する日常的監督管理と
総合的考査評価を強化し，不適任，不適職の幹部
をその都度調整し，企業幹部の昇格可降格不可の
問題を切実に解決する。忠誠意識の強化，グロー
バル見識の拡大，戦略的思惟の向上，イノベー
ション精神の増強と優秀な品行の鍛造を重点に，
企業家チームの建設を強化し，企業家の役割を十
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分に発揮する。人材強企戦略を強力に実施し，国
有企業人材集積のシステムとメカニズムの構築・
健全化を加速する。

国有企業の腐敗反対廉潔提唱における⽛二つの
責任⽜を切実に実施に移す。国有企業の党組織は
主体的責任を切実に上手く履行し，紀律検査機構
は監督責任を上手く履行すべきである。党性教育，
法治教育と警告教育を強化して，国有企業幹部を，
思想理念を固め，⽛三厳三実⽜の要求を自覚して
履践し，職権を正確に履行するように誘導する。
適切で実行可能な責任追及制度を構築し，企業の
考査などとリンクして，⽛一案双査⽜を実施する。
国有企業の紀律検査活動の二重指導体制の具体化，
手続化と制度化を推進し，下級紀律検査委員会に
対する上級紀律検査委員会の指導を強化する。国
有企業の巡視活動を強化・改善し，権力運営に対
する監督と制約を強化する。法治思惟と法治方式
を運用した反腐敗を堅持し，腐敗反対廉潔提唱の
制度体系を改善し，反⽛四風⽜規定を厳格に実施
に移し，企業幹部が腐敗を恐れる，腐敗できない，
腐敗したくないための有効なメカニズムの構築に
努力する。

これまでの国有企業の会社化政策と比べて，
⽛指導意見⽜はなにを目指したのか。
⽛指導意見⽜は，2020 年までに，形式的な
会社制度の導入を終了し，コーポレートガバ
ナンスの改善に軸足を移す，と宣言した。こ
の点は，すでに確認した国有企業の会社化の
現状に合致している。
会社制度の導入は，難題とされてきた集団
公司の会社化と集団公司の全体上場に重心が
移る。
国家資本の優先株化と国家特殊管理株制度
の模索は，初めて提起された。前者は，国有
普通株の優先株への転換を意味し，国家資本
の経営介入を弱める。後者は，黄金株などを
意味し，その導入は重要な経営決定に対する
政府の介入を担保する。これからも国家資本
の効率的な利用が図られるであろう。
多くの方が驚いたことは，国有企業のコー
ポレートガバナンス構造のなかに，党活動の
全体要求を会社定款に盛り込むことによって，

堂々と共産党組織に法定地位を与えたことで
あろう。
⽛指導意見⽜は詳細に党の政治的中核的役
割の発揮方法を指示した。共産党組織指導部
メンバーと企業幹部の兼任が求められ，原則
として，党のトップ（書記）と会社のトップ
（取締役会長）は同じ人が担任しなくてはな
らない。腐敗反対廉潔提唱の大義名分のもと
で，企業幹部に対して，日常的な監督管理，
総合的な考査評価と人事権の行使を行い，巡
視活動を強化することも指示された。中身は
明示されていないが，取締役会がもつ経営管
理者の人事権は，党が幹部を管理する原則と
の結び付けも提起された。
しかし，既述のように，約 20 年前に，企
業内の共産党組織指導部メンバーと企業幹部
の兼任，党書記と取締役会長の兼任，それに
株主総会と取締役会の審議・決定が必要とさ
れる⽛重大問題⽜に対する党組織の意見を
⽛尊重する⽜政策は，すでに発表された。中
国国有企業の会社化の歴史を知らない人は，
⽛指導意見⽜から大変ショックを受けたに違
いないが，これからは共産党組織経営参加の
実施状況の把握が重要な課題になる。
それ以外のコーポレートガバナンス構造に
ついていえば，目立った中国的な部分はあま
り存在しない。ただし，非上場企業に社外取
締役の設置義務はなかったが，⽛指導意見⽜
は，国有単独出資会社と国有完全出資会社に
対して，取締役の過半数を占める社外取締役
の設置を求めた。
⽛指導意見⽜は，選任方式などに対応した，
経営管理者に対する報酬分配の差別化を求め
た。市場化方法によって選任した専門経営者
に対しては，市場化の報酬分配メカニズムの
実施，そして中長期インセンティブメカニズ
ム改善の模索を勧めた。
これまで専門経営者制度の概念は，曖昧で
あった。郎教授の議論にしたがえば，専門経
営者は経営者市場から選任されるべきである。
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もちろん，中国では，このような経営者市場
が存在しているか否かも疑問である。
郎教授の定義が正しければ，⽛指導意見⽜
は，専門経営者の概念をすり替えたようにみ
える。専門経営者の社内養成も認められ，現
職の経営管理者が専門経営者に身分転換する
こともできる，と⽛指導意見⽜が説明した。
もっとも，⽛指導意見⽜は市場化選任の専門
経営者の比率を高めると指示したので，郎教
授の専門経営者概念は，⽛指導意見⽜がいう
専門経営者の一部分にすぎないと理解できる。
したがって，これからは専門経営者制度とい
うよりも，市場化の専門経営者制度に注目す
べきであろう。

第⚓節 習時代の国有企業のコーポ
レートガバナンス：
具体的な制度デザイン

2017 年⚕月，国務院弁公庁が⽛国有企業
のコーポレートガバナンス構造のさらなる改
善に関する指導意見⽜（⚔月 24 日作成，以下
⽛ガバナンス意見⽜）を発布した。⽛指導意見⽜
公布してから，約⚑年⚘カ月がかかった。国
有企業の企業制度を具体的に規定する法規定
なので，作成の慎重さがうかがえる。
⽛ガバナンス意見⽜は，国有企業のコーポ
レートガバナンスについて，次のように具体
的に指示した10。

⑴ 会社制改革
2017 年末までに，国有企業の会社制改革が基本

的に完成する。
市場経済の法則とわが国の国情に合致した国有

企業のコーポレートガバナンス構造を改善する。
各ガバナンス主体の職権履行に適した責任追及

制度を構築する。意思決定，執行と監督における
終身責任追及制度を構築する11。

⑵ 株主総会
株主総会は会社の権力機構である。

国有単独出資会社は株主総会を設立せず，出資
者機構が法に基づいて株主総会の職権を行使する。
出資者機構は，法律法規と会社定款の規定に基

づいて株主の権利を行使し，株主の義務を履行す
る。関連する監督管理の内容は，法にしたがって
会社定款に盛り込むべきである。出資者機構は，
適時に国有優先株と国家特殊管理株の管理弁法を
制定する。

⑶ 取締役会
取締役会は会社の意思決定機構である。
2020 年までに，国有単独出資と国有完全出資会

社は，全面的に社外取締役が過半数を占める取締
役会を設置し，国有支配会社は，社外取締役派遣
制度を実施する。
国有単独出資と国有完全出資会社の取締役会長

と社長は原則として別々に設置し，いずれも内部
執行取締役にすべきである。
国有単独出資会社の取締役は，出資者機構に対

して責任を負い，出資者機構から指導を受ける。
そのなか，社外取締役の人選は，出資者機構が関
連部門と相談して指名し，法定手続にしたがって
任命する。国有完全出資会社と国有支配会社の取
締役は，その関連株主に持株シェアに基づいて推
薦・派遣され，株主総会によって選出・交代され
る。国有完全出資会社の社外取締役の人選は，支
配株主がほかの株主と相談して推薦され，株主総
会によって選出・交代される。国有支配会社は，
ある程度の比率の社外取締役をもつべきであり，
社外取締役は株主総会によって選出・交代される。
取締役会は，指名委員会，報酬・考査委員会，

監査委員会などの専門委員会を設置すべきである。
取締役会においては，厳格に集団審議，独立表決，
個人責任の意思決定制度を実施し，平等かつ十分
に意見を発表し，一人一票で表決し，規準化・透
明な重大事項情報公開と対外開示の制度を構築す
る。
報酬・考査委員会と監査委員会は，社外取締役

によって構成される。取締役会と取締役に対する
評価の方法を改善する。
専任の社外取締役チームを拡大し，多くの現職

の国有企業責任者を招聘して，専任社外取締役に
転任させる。国有単独出資会社は，社外取締役召
集人制度を健全化する。
国有単独出資と国有完全出資会社の取締役会は，

従業員取締役を有しなくてはならない。
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⑷ 経営陣
経営陣は会社の執行機構である。
規準に合った経営陣授権管理制度を構築する。

経営陣メンバーに対して，選任方式にマッチング
し，企業の機能と性質に適応し，経営業績にリン
クした差別化報酬分配制度を実施する。国有単独
出資会社の経営陣は，漸次に任期制と契約化管理
を実施する。財産権構造，市場化度合いなどの企
業のそれぞれの状況に基づいて，秩序的に専門経
営者制度の建設を推進し，漸次に専門経営者チー
ムを拡大し，秩序的に市場化の報酬を実施し，中
長期インセンティブメカニズムを模索・改善し，
関連の指導意見を研究して発布する。国有単独出
資会社は，積極的に専門経営者制度の推進を模索
し，社内養成と社外誘致の融合を実施し，企業経
営陣メンバーと専門経営者の身分転換チャネルを
開通する。国有単独出資会社に対して，出資者機
構による総会計士の委任の試行を展開する12。
法の授権がなければ，いかなる政府部門と機構

も企業の正常な生産経営活動に干渉してはならな
い。

⑸ 監査役会
監査役会は会社の監督機構である。
国有資産監督管理機構の出資企業は，法にした

がって外部派遣監査役会制度13を実施する。外部
派遣監査役会は政府によって派遣される。2020 年
までに，外部派遣監査役会の改革を完成する。
専任監査役の比率を高める。
国有単独出資と国有完全出資会社の監査役会は，

従業員監査役を有しなくてはならない。
国有企業重大事項の情報公開と対外開示制度を

構築する14。

⑹ 党組織
党のリーダーシップの堅持，党の建設の強化は

国有企業の独特の強みである。
党のリーダーシップ強化とコーポレートガバナ

ンス改善を統一する。
国有企業党組織のコーポレートガバナンス構造

における法定地位を明確化し，党組織建設活動の
全体要求を国有企業の定款に盛り込んで，企業の
意思決定，執行，監督各部分における党組織の権
限責任と活動方式を明確化し，党組織を企業の
コーポレートガバナンス構造の有機的な構成部分
にすべきである。国有企業党組織の指導的中核的
と政治的中核的役割を十分に発揮し，党と国家の
方針・政策の徹底的執行を保証すべきである。

紀律検査監察，巡視，監査などの監督15の役割
を十分に発揮する。国有企業の取締役，監査役と
経営陣のなかの党員は，党組（党委員会）に対し
て，個人の職務履行と廉潔自律の状況を毎年定期
的に報告すべきである。上級党組織は，国有企業
の紀律検査組長（紀律検査委員会書記）に対して，
委任制度と定期的ポスト交代制度を実施する。紀
律検査組長（紀律検査委員会書記）は，取締役会
と取締役会の専門委員会会議に列席できる。
党が幹部を管理するといった原則と，取締役会

が法にしたがって経営管理者を選び，経営管理者
が法にしたがって雇用権を行使することとお互い
に結びつけることを堅持し，積極的に有効な実現
形式を模索し，腐敗反対廉潔提唱の制度体系を改
善する。
党が幹部を管理するといった原則と，取締役会

による経営管理者の選任の有機的結び付けの道筋
と方法を積極的に模索する。双方向参加・交互兼
任の幹部体制を堅持・改善する。条件が整った国
有企業の党組（党委員会）の指導部メンバーが，
法定の手続を通じて，取締役会，監査役会と経営
陣に入ることもできるし，取締役会，監査役会と
経営陣のメンバーのなかに，条件が整った党員が，
関連規定と手続に基づいて，党組（党委員会）に
入ることもできる。党組（党委員会）書記と取締
役会長は，一般に同じ人が担任する。
中央企業の党組（党委員会）の専任副書記の取

締役会入りを推進する。取締役会の経営陣メン
バー選任のなかで，上級党組織およびその組織部
門と国有資産監督管理機構の党委員会は，基準の
確定，手続きの規準化，考察の参加，人選の推薦
などの役割を果たすべきである。取締役会による
差額方式の経営陣メンバー選任を積極的に模索す
る。
2020 年までに，国有企業のコーポレートガバナ

ンス構造における党組織の法定地位がさらに強固
になる。

⽛ガバナンス意見⽜と⽛指導意見⽜を比較
してみた。国有企業の会社化は，予定より⚓
年繰り上げられ，2017 年に完成すると計画
された。既述のように，李国強首相が 2018
年の政府活動報告において，その実現を宣言
した。
⽛指導意見⽜は集団公司の全体上場と民間
資本の導入に意欲を示した。⽛指導意見⽜発
布直後の 2015 年⚙月 24 日，国務院が混合所
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有制改革に関する実施細則，⽛国有企業の混
合所有制経済の発展に関する意見⽜（原文
⽛関于国有企業発展混合所有制経済的意見⽜）
を発布した。そのなかには，同様な表現が
あった16。しかし，2017 年の⽛ガバナンス意
見⽜では，この文言は見つからない。その意
図は不明であるが，これらの内容は混合所有
制改革のほうに適しているとみることもでき
る。いずれにしても，これからの改革の動き
を追って判断する必要がある。
⽛指導意見⽜が言及した国家資本の優先株
転換と国家特殊管理株制度の模索について，
⽛ガバナンス意見⽜は，優先株と国家特殊管
理株の実施方法の⽛適時⽜制定を提起した。
これらの制度の構築が実務段階に入ろうとし
たとみることもできるが，⽛指導意見⽜公表
から⚒年が経っても，実施のためのルール作
りさえ始まっておらず，いつになって⽛適
時⽜になるのかもわからない。資本に関わる
根幹の部分の改革は，かなり慎重である。
取締役会長と社長の職務分離は，すでに国
家経済貿易委員会が 2000 年⚙月に発布した
⽛国有大中型企業の近代的企業制度の構築と
管理強化の基本規則（試行）⽜において，明
文化された。⽛指導意見⽜は⽛国有企業に対
する党のリーダーシップの強化と改善⽜の部
において，取締役会長と社長の職務分離を提
起した。おそらく，これは，党書記と取締役
会長の兼任を意識して，合わせて示した方針
であろう。しかし，⽛ガバナンス意見⽜では，
取締役会長と社長の職務分離は，国有単独出
資会社と国有完全出資会社に限って，求めら
れるようになった。党書記と取締役会長の兼
任について，強く意識したのは，国有単独出
資会社と国有完全出資会社だけなのか，これ
からの改革の動向に注目したい。
⽛ガバナンス意見⽜は，中国の国情に合っ
たコーポレートガバナンス構造の構築を志向
している。それは，企業内党組織の活動強化
であろう。党のリーダーシップと党活動は国

有企業の長所とみなされ，⽛指導意見⽜と比
べて，さらに意思決定，執行，監督など企業
経営の隅々まで党の役割とその実現方法の明
確化を求め，党・国家の方針政策の徹底を国
有企業に赤裸々に要求した。
その実施方法として，党組織幹部と企業幹
部の兼任だけではなく，とりわけ党の紀律検
査組織の経営介入を強化した。企業内の紀律
検査組織のトップについて，上級組織による
委任と定期的交代の導入によって，企業との
融着を緩和し，その取締役会とその専門委員
会への列席によって，企業経営に対する監督
を強化した。
そのほか，経営陣メンバーを兼任した党員
は，企業内党組織に対して，定期的に職務履
行と廉潔自律について報告する義務が課せら
れた。このように，企業経営に対する党の介
入の強化がいっそう図られた。
ただし，⽛指導意見⽜の⽛党のリーダー
シップの強化と改善⽜の部では，⽛国有企業
幹部，とりわけ主要幹部に対する日常的監督
管理と総合的考査評価を強化し，不適任，不
適職の幹部をその都度調整し，企業幹部の昇
格可降格不可の問題を切実に解決する17⽜と
いう規定もあった。この部に対応する 2015
年⚙月に共産党中央弁公庁発布の文書，⽛国
有企業改革深化における党のリーダーシップ
の堅持と党の建設の強化に関する若干意見⽜
（原文⽛関于在深化国有企業改革中堅持党的
領導加強党的建設的若干意見⽜）にも書かれ
ているかどうかは，同文書は未公開のため，
知る余地がない。日常的に人事管理に介入す
ることを求めたこの規定は，修正されたとす
れば，一歩前進である。
⽛ガバナンス意見⽜は，国有企業に対する
監督を強化した。⽛指導意見⽜と比べて，さ
らに一歩踏み込んだ政策として，取締役会に
対して，指名委員会，報酬・考査委員会，監
査委員会などの専門委員会の設置を求め，監
査役会に対して，専任監査役比率の向上を求
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めた。
さらに，外部からの監督も強化した。社外
取締役設置の義務化は，国有支配会社に拡大
し，⽛指導意見⽜が指示した国有単独出資会
社と国有完全出資会社の取締役会における社
外取締役の過半数化も含めて，実現期限を
2020 年に明確に指定した。社外取締役の設
置ルールもより明確になった。
専門委員会のなか，報酬・考査委員会と監
査委員会は，社外取締役によって構成される
と定めた。取締役会活動の監督にとって，か
なり強力な措置である。社外取締役を機能さ
せるために，専任の社外取締役の拡大も求め
た。
加えて，国有資産監督管理機構の出資企業
に対して，政府が監査役会を派遣すると指示
した。外部派遣監査役会の改革も，2020 年
に完成すると明確にした。
新たな制度として注目に値するのは，国有
単独出資会社に対して，出資者機構による総
会計士の委任が試行されることである。財務
責任者を外部から指定することによって，傘
下の国有企業の経営状況をより正確に，即時
に把握する狙いがある。
しかし，⽛指導意見⽜が勧めた市場化方法
で選任した専門経営者に対する，市場化の報
酬分配メカニズムの実施は，⽛秩序的⽜な実
施に変わり，政府の態度が慎重になった。
もっとも，⽛指導意見⽜が⽛推進⽜しようと
した専門経営者制度に対する政府の姿勢も慎
重になった。⽛ガバナンス意見⽜は，制度の
実施ではなく，制度の構築を⽛秩序的⽜に推
進すると言葉を濁した。
なお，中長期インセンティブメカニズムに
ついては，関連指導意見の作成を指示して，
これからは具体的に着手するようになった。

お わ り に

習近平時代の国有企業の会社化は，なにを

目指しているのか。本稿は，従来の国有企業
の会社化の歴史とコーポレートガバナンスの
特徴を顧み，そのうえで，⽛指導意見⽜と
⽛ガバナンス意見⽜を丁寧に分析した。
形式的な会社化は，すでに 2017 年に終了
した。残された大きな仕事のは，集団公司の
会社化と全体上場である。これからは，形式
的な会社化よりも，コーポレートガバナンス
の構築と改善である。
習時代の国有企業改革が目指したコーポ
レートガバナンスの⚑つ最大の特徴は，党活
動を会社定款に盛り込み，共産党組織に法定
地位を与えることである。
しかし，党の政治的中核的役割の発揮につ
いて，実際に提示された具体的な実施方法に
ついてみると，企業内の共産党組織指導部メ
ンバーと国有企業幹部の兼任，党書記と取締
役会長の兼任，企業経営の最も重要な⽛重大
問題⽜に対する企業内党組織の介入など，そ
の大半はこれまですでに指示されてきたこと
である。すでに党組織の経営参加は広く存在
しているが，党のリーダーシップの堅持と党
の建設の強化は国有企業の独特の強みと高く
持ち上げられたことから，党の強烈な介入意
欲を感じさせられた。
そのなかで，⽛ガバナンス意見⽜によって
新に求められたのは，党の紀律検査組織の経
営介入強化であり，その人事権の行使によっ
て上級紀律検査組織の下級国有企業に対する
監視を強化したのである。このことは，企業
内党組織幹部と国有企業幹部の兼任の形を
もって，党の政治的中核的役割を果たすと
いった今までのやり方に限界がある，と示唆
した。つまり，形式的な党の経営参加から脱
皮して，党・政府の政策方針の徹底実施のた
めに，党の活動を会社定款に書き込み，上部
組織の指導と監督を強化したのである。
このような外部監督の強化は，習時代の国
有企業のコーポレートガバナンスのもう⚑つ
の特徴である。社外取締役設置の義務化，社
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外取締役による報酬・考査委員会と監査委員
会の運営，専任の社外取締役の拡大，外部派
遣監査役会の改革，出資者機構による総会計
士の委任などを通じて，国有企業経営に対す
る監督の強化の狙いは明白である。
しかし，いくつかのコーポレートガバナン
スに関わる改革は，ためらいをみせた。国家
資本の優先株転換と国家特殊管理株制度につ
いて，いまだにルール作りさえ始まっていな
い。現職の経営者も専門経営者として認めら
れ，専門経営者制度の中身がすり替えられた。
専門経営者制度実施の推進が，制度の構築の
⽛秩序的⽜推進に変化した。市場化方法で選
任した専門経営者に対する市場化の報酬分配
メカニズムの実施も，⽛秩序的⽜にならざる
をえなかった。従業員取締役と従業員監査役
の設置義務は，国有単独出資会社と国有完全
出資会社に止まり，従業員の経営参加制度は
形骸化になった。
習時代の国有企業のコーポレートガバナン
スの構築におけるより大きな課題は，いかに
株主総会，取締役会，監査役会，企業内党組
織，紀律検査組織，外部派遣監査役会，上部
組織などの機関の役割を調整するかの問題で
ある。また，国有企業の経営に対して，外部
監督の役割を果たす諸機関に対して大きな期
待が寄せられたが，これらの組織に対するガ
バナンスをどう担保するのか，このような中
国の国有企業なりのより深層の問題も付きま
とっている。
本稿は法規定に基づいて，近代的企業制度
の側面から習時代の国有企業改革を分析した。
改革の実態を調べることは，今後の課題とす
る。

〈付記〉
本研究は北海学園学術研究助成⽛アジア新
興国の持続可能な経済・社会発展に関する総
合研究⽜の助成を受けたものです。研究資金
のご援助に感謝の意を申し上げます。
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地方人民政府の授権によって同レベル政府の国
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限会社⽜と定めた。

10 ⽛指導意見⽜は関連の⚒つの部を全文翻訳した
が，⽛ガバナンス意見⽜はかなり長文になって
いるので，関連する重要な部分を訳した。

11 同様な記述は，⽛指導意見⽜の⽛国有企業に対
する党のリーダーシップの強化と改善⽜の部だ
けでなく，⽛監督の強化と国有資産流失の防止⽜
の部にもあった。

12 同様な記述は，⽛指導意見⽜の⽛近代的企業制
度の改善⽜の部ではなく，⽛監督の強化と国有
資産流失の防止⽜の部にあった。

13 外部派遣監査役会制度は，⽛指導意見⽜の⽛近
代的企業制度の改善⽜の部ではなく，⽛監督の
強化と国有資産流失の防止⽜の部において言及
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化・改善する⽜に止まった。

14 近いな記述は，⽛指導意見⽜の⽛近代的企業制
度の改善⽜の部ではなく，⽛監督の強化と国有
資産流失の防止⽜の部にあった。

15 同様な記述は，⽛指導意見⽜の⽛近代的企業制
度の改善⽜の部ではなく，⽛監督の強化と国有
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資産流失の防止⽜の部にあった。
16 ⽛集団公司レベルにおける混合所有制改革の推

進を模索する。国家が明確に定めた特定の分野
では，国家資本の資本支配を堅持し，合理的な
ガバナンス構造と市場化経営メカニズムを形成
する。その他の分野では，全体上場，合併買収，
転換社債発行などの方法を通じて，国有株の比
率を漸次に調整し，各種の投資家を積極的に導

入して，多様な株主構造，規準に合致した株主
行動，有効な内部コントロール，効率的機敏な
運営を特徴とする経営メカニズムを形成する⽜
と書かれた。

17 記述では主語は不明であるが，文脈からは党組
織がこのような人事権を行使すると読むことが
できる。
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